
ＪＲ東海労ニュース

４月26日本部は、４月17日にマスコミが報じたＩＣカー

ド（ＩＣＯＣＡ）の不正使用について申し入れを行いまし

た。この不正に対して、実行行為を行った社員には30日の

出勤停止が発令される一方で、管理責任として営業助役に

は戒告が駅長には訓告が発令されました。

現在、会社は関係する社員として、関東は私鉄との間、

関西はＪＲ西との間で不正がなかったのか、社員に対して

事情聴取をしています。
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ＩＣカード不正使用に関して申し入れ！
不正を発生させた背後要因を検証せよ！
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